
介護支援専門員意見書の記入上の留意事項 

 

 

１．「本人の状況」 

・ 認知症による不適応行動 

昼夜逆転、徘徊、暴言、暴行、不潔行為などの認定調査における問題行動に関連す

る項目が３つ以上ある場合で、「非常に多い」は毎日ある場合、「やや多い」は週に１

～２回以上ある場合、「少しあり」は月に１～２回程度を目安にする。ただし、項目が３

つ以内であっても、問題行動の頻度によっては、それぞれの場合に当てはめて判断

するものとする。 

 

２．「在宅サービスの利用頻度」 

・ 在宅生活の利用限度額割合において、実際利用限度額割合が経済的理由や地域

の活用できるサービス量や種類によって制限されている場合、介護支援専門員の判

断により、本来必要な量を測定、割合率に直し該当する項目に印を付けるとともに、

備考記入欄にその理由を記すものとする。 

・ 施設を利用している申込者については、退所後の在宅における生活や介護者の状

況等総合的な見地に立って在宅サービス利用限度額に置き換えた場合、どこに該当

するか、介護支援専門員が判断し、印を付けるとともに備考記入欄にその理由を記

すものとする。 

 

３．「主たる介護者・家族等の状況」 

 ④介護者の障害や疾病 

・ 「介護困難」は介護者が障害や疾病のため要介護者の食事、入浴、排泄、移動、着

脱などＡＤＬ全般の援助が困難な場合。 

・ 「多少介護」は、介護者が障害や疾病はあるが、介護可能な状態である場合を目安 

にする。 

 ⑨他の同居介護補助者 

 「随時あり」は、週１～３日程度 

 「常時あり」は、週４日程度以上ある場合を目安にする。 

 

４．特記事項及び意見欄については、介護支援専門員の判断で最高１０点の範囲で何

点の加算が適当かを、理由を記して点数明記するものとする。 

 

 



ご家族・介護支援専門員等の入所申込書提出にあたって 

 

 

・ 入所申込書は原則、家族で施設へ提出を行って下さい。 

郵送または介護支援専門員の方からの提出も受付けしますが、申込書に不備があっ 

た際はそのままでの受付けとなりますのでご注意ください。 

 

・ 秋田市の入所申込者評価基準で８５点以上の方については、調査を行います。調査

実施後、すぐに入所となる訳ではございませんのでご理解願います。入所判定会議を

経て、改めて入所判定の対象となった方に本調査の連絡をさせて頂きます。 

 

・ 要介護度が低く、評価基準の点数も低い方の場合は、こちらから連絡は致しておりま

せん。 

要介護度や状況が変わった際には再度申込書の提出をお願いします。 

 

・ 入所申込順により入所が決まる訳ではなく、施設の設備状況・入所者の男女比、入

所者の状況等により入所判定会議を行い、入所待機していただいております。何卒、

ご理解下さいますようお願いいたします。 


